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資料� ����������推計��� 

温室効果ガス排出量は、環境省のマニュアルを参考に、以下のとおり行いました。 

推計方法   
部門 分野 エネルギ- 

計算式 資料 

産業部門 農業   
石油製品の農林業消費エネルギー÷全国

の農林業産出額×八尾市の農業産出額 

○総合エネルギー統計 

 （資源エネルギー庁） 

○大阪府統計年鑑（大阪府） 

○八尾市統計書（八尾市） 

  水産業   事業所が立地していない   

  鉱業   事業所が立地していない   

  建設業   

全国の建設業消費エネルギー（総合エネル

ギー統計）÷着工建築物床面積（全国）×

着工建築物床面積（八尾市） 

○総合エネルギー統計 

○建築統計年報 

  電力 エネルギー供給事業者からの提供資料 
○エネルギー供給事業者からの

提供資料 

  都市ガス 都市ガス消費量（工業用） ○八尾市統計書 

  

製造業 

その他 

全国の業種別燃料別エネルギー消費量（総

合エネルギー統計）÷製造品出荷額等（全

国）×製造品出荷額等（八尾市） 

○総合エネルギー統計 

 （資源エネルギー庁） 

○大阪府統計年鑑 

○工業統計（経済産業省） 

民生家庭部門 電力 エネルギー供給事業者からの提供資料 
○エネルギー供給事業者からの

提供資料 

    都市ガス 都市ガス需要量（家庭用） ○八尾市統計書 

    ＬＰガス 

世帯あたりＬＰガス使用量×八尾市内の

ＬＰガス供給世帯数[全世帯数－都市ガス

供給世帯数] 

○「家庭系ＬＰＧ消費実態調査」

 （(財)日本エネルギー経済 

  研究所石油情報センター）

○八尾市統計書 

    灯油 世帯あたり灯油使用量×世帯数（八尾市）
○「家計調査年報」（総務省） 

○八尾市統計書 

民生業務部門 電力 エネルギー供給事業者からの提供資料 
○エネルギー供給事業者からの

提供資料 

    都市ガス 都市ガス消費量（商業用、公用、医療用）○八尾市統計書 

    その他 

民生業務部門CO2排出量（総合エネルギー

統計）÷年間商品販売額（全国）×年間商

品販売額（八尾市） 

○総合エネルギー統計 

 （資源エネルギー庁） 

○大阪府統計年鑑 

運輸部門 自動車   
全国の自動車燃料消費量÷自動車登録台

数（全国）×自動車登録台数（八尾市）

○「交通関係エネルギー要覧」

 （国土交通省） 

○大阪府統計年鑑 

○市区町村別軽自動車車両数 

 （全国軽自動車協会連合会）

  鉄道   
鉄道会社別年間燃料使用量×八尾市内駅

数÷総駅数 

○「鉄道統計年報」 

 （(社)政府資料調査会） 

○鉄道別駅数（西日本旅客鉄道

 (株)、近畿日本鉄道(株)、 

 大阪市資料） 

  航空機   八尾空港の燃料供給量 
○平成18年空港管理状況調書 

 （国土交通省） 

廃棄物 

部門 

一般廃棄物中の 

プラスチック焼却量 

一般廃棄物焼却量（八尾市）×ごみ中のプ

ラスチック割合 ○「清掃事業概要」（八尾市） 

白　地
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 （全国軽自動車協会連合会）

  鉄道   
鉄道会社別年間燃料使用量×八尾市内駅

数÷総駅数 

○「鉄道統計年報」 

 （(社)政府資料調査会） 

○鉄道別駅数（西日本旅客鉄道

 (株)、近畿日本鉄道(株)、 

 大阪市資料） 

  航空機   八尾空港の燃料供給量 
○平成18年空港管理状況調書 

 （国土交通省） 

廃棄物 

部門 

一般廃棄物中の 

プラスチック焼却量 

一般廃棄物焼却量（八尾市）×ごみ中のプ

ラスチック割合 ○「清掃事業概要」（八尾市） 

資１
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平成22年（2010年）3月現在 
 

1   石川 聡子 学 識 経 験 者（大阪教育大学 理科教育講座 准教授） 

2   石谷 長司 市 民 委 員 

3   太田 博之 市 民 委 員 

4   岡見 厚志 市 民 委 員 

5   菅 春水 市 民 委 員 

6   佐藤 幸弘 市 民 委 員 

7   砂田 八壽子 市 民 委 員 

8   徳山 吉令 市 民 委 員 

9   中村 晃子 市 民 委 員 

10   西川 典子 市 民 委 員 

11   西田 裕 市 民 委 員 

12   能塚 正義 学 識 経 験 者（大阪経済法科大学 経済学部 教授） 

13 ◎橋本 久 学 識 経 験 者（大阪経済法科大学 法学部 教授） 

14   美馬 徹 市 民 委 員 

15 ○矢壁 律子 市 民 委 員 

16   山﨑 直平 市 民 委 員 

※◎：座長、○：副座長を示す。             （五十音順・敬称略） 
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平成22年（2010年）3月現在 

関係する項目 関係所属 

１ 交通対策に関すること 交通対策課 

２ 緑化推進に関すること みどり課 

３ 循環型社会の形成に関すること 資源循環課 

４ 都市計画に関すること 都市計画課・都市整備課 

５ 農業振興・産業振興に関すること 産業政策課 

６ 八尾市全体の政策に関すること 政策推進課 

※１～５については、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の 9 第 3 項に定める

事項 

 3
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会議・開催日 議題 

第１回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成21年（2009年）９月14日） 

○計画策定の趣旨等について  

○委員紹介について 

○学習会「地域・自治体レベルでの温暖化対策と

実行計画」 

○交流ワークショップ 

○座長の選任について 

第１回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定庁内会議（環境施策推

進会議作業部会） 

（平成21年（2009年）10月７日） 

○八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議に

ついて 

○八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の策定に関する調査結果について 

○重点的な取り組みに関する意見交換 

第２回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成21年（2009年）10月15日） 

○温室効果ガス排出量や排出量から見た八尾市の

特徴について 

○温暖化対策の考え方について 

○重点プロジェクトの洗い出しワークショップ

（自分たちで何ができるのか） 

第３回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成21年（2009年）11月５日） 

○計画の骨子及び基本施策について 

○重点プロジェクトの取り組みについて 

第２回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定庁内会議（環境施策推

進会議作業部会） 

（平成21年（2009年）11月20日） 

○八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議の

進捗状況について 

○計画の骨子・基本施策・重点施策について 

第４回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成21年（2009年）11月30日） 

○温室効果ガス排出量削減の中期目標について 

○重点プロジェクト・リーディングプロジェクト

について 

第５回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成21年（2009年）12月21日） 

○重点プロジェクト・リーディングプロジェクト

について 

第３回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定庁内会議（環境施策推

進会議作業部会） 

（平成21年（2009年）12月28日） 

○八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議の

進捗状況について 

パブリックコメント（平成22年（2010年）１月28日～２月19日） 

第６回 八尾市地球温暖化対策 

実行計画策定市民会議 

（平成22年（2010年）3月24日） 

○八尾市地球温暖化対策実行計画（案）の概要に

ついて 

資２
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資３



38

 4

八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年１０月９日法律第１１７号）（以下、

「法律」という。）第２０条の３に基づく実行計画の策定にかかり、市民の主体的な取り組

みを推進するため、八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議（以下、「市民会議」とい

う。）を設置する。 

（任務） 

第２条 市民会議は、八尾市域の温室効果ガスの低減に向けた計画策定に関して必要な事項に

ついての検討を行う。 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 市民会議の委員は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民委員 

３ 市民委員は、法律第２０条の３第３項に定める事項に関する地域での活動者または地球環

境問題等の取組みの経験者をもって充てる。 

４ 委員の任期は、１年以内とする。 

（座長及び副座長） 

第４条 市民会議に座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は市民会議を代表し、会務を総括する。 

３ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(コーディネーター) 

第５条 市民会議は、任務に関する理解を深め、議論を促進することができるよう、温室効果

ガスの低減に向けた計画に関する専門的知識を有する者にコーディネートを依頼し、指導、

助言を得ることができる。 

（市民会議） 

第５条 市民会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことが

できる。 

（実費弁償） 

第６条 委員の交通費は、八尾市実費弁償条例（昭和２７年６月３０日条例第１２７号）第２

条に基づき、支給する。 

（庶務） 

第７条 市民会議の庶務は、経済環境部環境保全課において行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議について必要な事項は座長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 
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八尾市環境施策推進会議設置要綱 
 

 （設置） 

第1条  八尾市民の環境を守る基本条例（平成8年条例第16号。以下｢基本条例｣という。）第24

条の規定に基づき、関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、豊かな環境の保全及び

創造に関する施策を総合的に推進するため、八尾市環境施策推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第2条  推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）環境の保全と創造に関する基本方針に関すること。（基本条例第6条） 

（２）環境総合計画の策定又は変更に関すること。（基本条例第7条） 

（３）環境総合計画を推進するための八尾市環境行動計画及び八尾市役所環境マネジメントシ

ステムに関すること。 

（４）年次報告に関すること。（基本条例第9条） 

（５）その他環境の保全と創造に関する施策の総合的な調整及び推進に関すること。 

 （構成） 

第3条  推進会議は会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２  会長は、市長をもって充てる。 

３  副会長は、経済環境部担当副市長をもって充てる。 

４  委員は、八尾市庁議等設置運営規程（平成13年訓令第8号。以下｢訓令｣という。）第16条第

1項第1号及び第2号に掲げる者で、前２項に掲げる以外のものをもって充てる。 

 （会長及び副会長） 

第4条  会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第5条  推進会議の会議は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２  推進会議は委員の過半数の出席によって成立する。 

３  会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

 （幹事） 

第6条  推進会議に、第2条に規定する事項の調査、調整等を行うため、幹事を置く。 

２  幹事は、訓令第22条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。 

３  幹事長は、経済環境部環境保全課長の職にある者をもって充てる。 

４  幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会を招集することができる。 

５  幹事会は、幹事長がその議長となる。 

６  幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

 （作業部会） 

第7条  会長は、必要があると認めるときは、作業部会を設置することができる。 

２  作業部会は、会長が指名する者で構成する。 

３  作業部会に部会長を置き、会長が指名する。 

 （庶務） 

第8条  推進会議、幹事会及び作業部会の庶務は、経済環境部環境保全課において行う。 

 （補足） 

第9条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

   附則 

この要綱は、平成12年７月10日から実施する。 

中略 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から実施する。 

資４
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八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年１０月９日法律第１１７号）（以下、

「法律」という。）第２０条の３に基づく実行計画の策定にかかり、市民の主体的な取り組

みを推進するため、八尾市地球温暖化対策実行計画策定市民会議（以下、「市民会議」とい

う。）を設置する。 

（任務） 

第２条 市民会議は、八尾市域の温室効果ガスの低減に向けた計画策定に関して必要な事項に

ついての検討を行う。 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 市民会議の委員は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民委員 

３ 市民委員は、法律第２０条の３第３項に定める事項に関する地域での活動者または地球環

境問題等の取組みの経験者をもって充てる。 

４ 委員の任期は、１年以内とする。 

（座長及び副座長） 

第４条 市民会議に座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は市民会議を代表し、会務を総括する。 

３ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(コーディネーター) 

第５条 市民会議は、任務に関する理解を深め、議論を促進することができるよう、温室効果

ガスの低減に向けた計画に関する専門的知識を有する者にコーディネートを依頼し、指導、

助言を得ることができる。 

（市民会議） 

第５条 市民会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことが

できる。 

（実費弁償） 

第６条 委員の交通費は、八尾市実費弁償条例（昭和２７年６月３０日条例第１２７号）第２

条に基づき、支給する。 

（庶務） 

第７条 市民会議の庶務は、経済環境部環境保全課において行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議について必要な事項は座長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 
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八尾市環境施策推進会議設置要綱 
 

 （設置） 

第1条  八尾市民の環境を守る基本条例（平成8年条例第16号。以下｢基本条例｣という。）第24

条の規定に基づき、関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、豊かな環境の保全及び

創造に関する施策を総合的に推進するため、八尾市環境施策推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第2条  推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）環境の保全と創造に関する基本方針に関すること。（基本条例第6条） 

（２）環境総合計画の策定又は変更に関すること。（基本条例第7条） 

（３）環境総合計画を推進するための八尾市環境行動計画及び八尾市役所環境マネジメントシ

ステムに関すること。 

（４）年次報告に関すること。（基本条例第9条） 

（５）その他環境の保全と創造に関する施策の総合的な調整及び推進に関すること。 

 （構成） 

第3条  推進会議は会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２  会長は、市長をもって充てる。 

３  副会長は、経済環境部担当副市長をもって充てる。 

４  委員は、八尾市庁議等設置運営規程（平成13年訓令第8号。以下｢訓令｣という。）第16条第

1項第1号及び第2号に掲げる者で、前２項に掲げる以外のものをもって充てる。 

 （会長及び副会長） 

第4条  会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第5条  推進会議の会議は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２  推進会議は委員の過半数の出席によって成立する。 

３  会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

 （幹事） 

第6条  推進会議に、第2条に規定する事項の調査、調整等を行うため、幹事を置く。 

２  幹事は、訓令第22条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。 

３  幹事長は、経済環境部環境保全課長の職にある者をもって充てる。 

４  幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会を招集することができる。 

５  幹事会は、幹事長がその議長となる。 

６  幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

 （作業部会） 

第7条  会長は、必要があると認めるときは、作業部会を設置することができる。 

２  作業部会は、会長が指名する者で構成する。 

３  作業部会に部会長を置き、会長が指名する。 

 （庶務） 

第8条  推進会議、幹事会及び作業部会の庶務は、経済環境部環境保全課において行う。 

 （補足） 

第9条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

   附則 

この要綱は、平成12年７月10日から実施する。 

中略 

附則 

この要綱は、平成21年４月１日から実施する。 

資５
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